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平成２９年１１月 

中部経済産業局 消費者相談室 

 

平成２９年度上期（４月～９月）消費者相談状況 

 

平成２９年度の上期（４月～９月）に当局消費者相談室で受け付けた消費者相談件数は３２２件で、前

年同期と比べ２５件の増加（前年同期比８．４％増）となりました。    

 

 
 
注 

ⅰ）『割賦販売』とは、割賦販売法にいう割賦販売（自社割賦、信用購入あっせん及びローン提携販売を

含み、前払割賦を除きます）及びクレジットカード全般に関する相談をいいます。『前払割賦』とは、割賦

販売法にいう「前払式割賦販売」及び「前払式特定取引」に関する相談をいいます。 

ⅱ）『訪問購入』とは、特定商取引法にいう訪問購入(物品を購入する事業者が、営業所等以外の場所で

売買契約の申し込みや契約を締結して行う物品の購入)に関する相談をいいます。 

ⅲ）『契約その他』とは、特定商取引法関係、割賦関係及び先物取引関係、サービス関係に該当しない当

省所管物資及び役務の契約に関す相談 をいいます。なお、『サービス』は平成２９年度より『製品関

係』から『契約関係』に組み替えているため、平成２８年度分についても本表においては『契約関係』に

計上しています。 

ⅳ）『製品関係』は、製品の品質・安全性等に関する相談をいいます。 

ⅴ）『その他』とは、当省の所管する法令又は物資に直接該当しない相談をいいます。 

上期表中の件数は事業者相談を除外してあります。 

参考：事業者相談 平成２８年度 ８６件（内 上期 ５４件） 
平成２９年度       上期 ５７件 
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【相談件数概況】 

 

（１） 相談の種類を項目別にみると、「契約関係」（割賦関係、特定商取引法関係、先物取引、サービス、

契約その他を合計したもの）は２６６件（前年同期比１０．４％増）、「製品関係」の相談が１１件（同１０．

０％増）、「その他」の相談が４３件（同４．４％減）となっています。 

（２） 「契約関係」の相談を項目別にみると、「特定商取引法関係」が２２５件（同７．７％増）と最も多く、全体

の約７割を占めています（詳細は次頁参照）。また、「割賦関係」に関する相談は１４件（同７．７％増）

でした。事項別にみると「割賦販売」が８件（同１１．１％減）で、主な相談内容は、クレジットカードに関

するものが増えています。「前払割賦」は６件（同５０．０％増）で、主な相談内容は冠婚葬祭互助会の

解約にかかるものでした。 

（３） 「製品関係」に関する相談は１１件（同１０．０％増）で、製品の品質性能にかかる情報提供等がありま

した。 
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【特定商取引法関係の相談事例の特徴】 

 

（１） 訪問販売に関する相談では、外壁や屋根等の工事、修理・修繕に関する相談が突出して多く、次に、

新聞購読契約に関する相談が多くみられました。 

（２） 通信販売に関する相談では、商品別にみると、健康食品に関する相談が多く、相談内容別では、意

図しない定期購入にかかる相談が多くみられました。 

（３） 電話勧誘販売に関する相談では、締結した契約が電話勧誘販売取引に該当するかどうかという相談

が多くみられ、商品別では、健康食品にかかる相談が多く寄せられました。 

（４） 連鎖販売取引に関する相談では、解約にかかる相談が多くみられました。幅広い商品に相談が寄せ

られました。 

（５） 特定継続的役務取引に関する相談では、クーリング・オフや中途解約といった契約解除に関する相

談が多く寄せられました。役務別では、エステティックサロンに関する相談が突出して多く、次に学習

塾にかかる相談が多くみられました。 

（６） 業務提供誘引販売取引に関する相談では、締結した契約が業務提供誘引販売取引に該当するかど

うかという相談が多くみられ、なかでもホームページ開設にかかる消費者トラブル事例が多くなってい

ます。 

（７） 訪問購入に関する相談では、法の該当性にかかる相談が多くみられました。 

 

 
 


